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１．はじめに 

この度は、全銀 EDI システム（愛称 ZEDI）（以下、「本システム」という。）のご利用を

ご検討くださり、まことにありがとうございます。 

本書「全銀 EDI システム（ZEDI）接続のためのガイダンス」では、本システムのご利用

方法およびご留意事項などをご案内いたします。 

なお、ご検討の中で、ご不明なことなどがございましたら、取引先金融機関にお問合せく

ださい。 

 

１.1 全銀 EDIシステムのねらい 

一般社団法人全国銀行協会（以下、「全銀協」という。）および一般社団法人全国銀行

資金決済ネットワーク（以下、「全銀ネット」という。）は、企業様の決済事務の効率化、

生産性の向上に向けて、企業間の銀行送金電文に取引明細情報や、請求書情報、担当者

連絡先等の情報（以下、「金融 EDI 情報」という。）を電子的に交換可能とするため、新

たなプラットフォームとして『全銀 EDI システム』を構築いたしました。 

本システムは、売掛金、リベート等の自動消込等による企業様の決済事務の効率化、

生産性向上を目指し、将来的には金融機関による新たな決済サービスの提供、イノベー

ションの推進をサポートすることを目的としています。 

本システムをご利用いただくにあたってのポイントを図 １.1-1、期待効果について図 

１.1-2 に示します。 

 

 

 

図 １.1-1 本システムご利用のポイント 
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図 １.1-2 本システムご利用による期待効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

流通業界および自動車部品業界における実証実験では、受取企業様側において年間

約 400 時間（中堅製造業）から約 9,000 時間（大手小売業）の決済関連事務の合理化効

果が確認されています。 

① 流通業界における共同実証  

http://www.dsri.jp/ryutsu-bms/info/info07.html 

【出所】流通 BMS 協議会 

② 「金融 EDI 連携」実証実験 

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2015/data/rel150227a3.pdf 

【出所】ＩＴを活用した金融の高度化に関するワークショップ（日本銀行） 

③ 中小企業庁における実証実験 

http://www.keieiken.co.jp/h29chushokigyo/index.html 

【出所】株式会社 NTT データ経営研究所 中小企業・小規模事業者決済情報 

管理支援事業事務局 

 

売掛債権の消込作業の自動化による生産性向上事例 

http://www.dsri.jp/ryutsu-bms/info/info07.html
https://www.boj.or.jp/announcements/release_2015/data/rel150227a3.pdf
http://www.keieiken.co.jp/h29chushokigyo/index.html
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１.2 本ガイダンスの目的 

本ガイダンスは、一括ファイル伝送（ご利用の EB／FB ソフトや基幹ホスト等からの

接続）において、本システムに接続するための準備事項および流れを理解いただくこと

を目的としております。 
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２．全銀 EDIシステムの概要 

２.1 全銀 EDIシステムの特徴 

２.1.1 全銀 EDIシステムの利用イメージ 

本システムを介した、商流情報と振込情報の連携イメージを図 ２.1-1 に示します。 

 

図 ２.1-1 商流情報と振込情報の連携イメージ 

 

２.1.2 金融 EDI情報ご利用可能サービス種別および利用可能チャネル 

本システムの利用可能サービス種別（適用業務）および利用可能チャネルを表 ２.1-

1 に示します。 

 

表 ２.1-1 金融 EDI 情報の利用可能サービス種別とチャネル 

 

区分 適用業務 ※１ 対象チャネル 

連絡 総合振込 ・一括ファイル伝送 

（ファームバンキング（FB））※２ 

・法人インターネットバンキング（IB） 

・全銀ファイル伝送（VALUX）※３ 

照会 

振込入金通知 

入出金明細照会 

※１ 給与振込・賞与振込・口座振替（結果照会含む）等は適用業務の対象外と 

なります。 

※２ 通信パッケージや FB ソフト等を利用してファイルを伝送するサービス。 

※３ 専用ソフトを用いてインターネット経由でファイルを伝送するサービス。 
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２.1.3 ご利用いただく際のご利用企業様側対応概要 

金融 EDI 情報を活用して決済関連事務の合理化等を行う場合、主に以下の対応が必要

となりますが、規模や取引量等に応じて対応内容は変わりますので、詳細についてはシ

ステムベンダ等へご相談ください。 

① 企業間取引（受発注～請求等）の電子化、IT 化 

② 会計システム等への金融 EDI 情報の搭載機能や金融 EDI 情報を活用した売掛金自

動消込機能の実装 

③ 本システムへの接続対応（本ガイダンスで対応概要を記載します。） 

 

上記③の本システムへ接続対応にあたっては、XML 形式のレコード・フォーマットを

ご利用いただくことが必要になります。 

また、ご利用チャネルに応じて接続方法が異なります。接続の全体像について図 ２.1-

2 に示します。 

なお、本書においては、FB（ファームバンキング）ルートをご利用いただく際の対応

事項について示しており、詳細については「３．ご利用開始方法について（一括ファイ

ル伝送）」以降をご参照ください。IB（インターネットバンキング）ルートについては各

取引先金融機関に応じて操作性等が異なることから、各取引先金融機関へお問合せくだ

さい。また全銀ファイル伝送（VALUX）ルートについても、各取引先金融機関へお問合

せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.1-2 接続の全体像 

本書の記述範囲 
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XML（eXtensible Markup Language=拡張可能な意味付け言語）とは、文書やデータの意

味や構造を記述するための意味付け（マークアップ）言語です。 

入力されたデータ内容の前後に「タグ」と呼ばれるルールの決まった文字を挿入し印を

付けることで、データ内容の意味付けを行います。意味付けする際に、文字列の前に置く

タグを「開始タグ」、後ろに置くタグを「終了タグ」と呼び、 開始タグは「<ルール名>」、終了

タグは「</ルール名>」という形式で示されます。 

XML を使用したデータの記述イメージを下記に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全銀協において、本システムが取り扱う適用業務および各適用業務におけるレコード・

フォーマット（XML 形式）を制定しています。 

https://www.zenginkyo.or.jp/news/2017/n8335/ 

【出所】「XML 形式適用業務およびレコード・フォーマット」の制定について 

（全国銀行協会） 

 

XML とは 

＜支払情報＞ 

＜支払通知書番＞01234567＜/支払通知番号＞ 

＜支払通知発行日＞20181225＜/支払通知発行日＞ 

＜製品名＞飲料水＜/製品名＞ 

＜単価＞120＜/単価＞ 

＜個数＞1000＜/個数＞ 

＜/支払情報＞ 

青字：XMLタグ 

赤字：データ内容 

XML 形式レコード・フォーマットについて 

https://www.zenginkyo.or.jp/news/2017/n8335/
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３．ご利用開始方法について（一括ファイル伝送） 

３.1 企業様の準備事項について 

本システムのご利用を検討いただく際の検討手順や準備いただく事項を表 ３.1-1 に

示します。 

 

表 ３.1-1 企業様の準備事項 

 

手順 項目 内容 

１ 取引先金融機関に相談 取引先金融機関に対して全銀EDIシステムの

利用に関してお問合せください。 

※サービス内容（利用条件、受付時間、料金

等）をご確認ください。 

２ 接続方法の検討 

【３.2 全銀 EDI システムへ

の主な接続方法】 

本システムの接続方法をご検討ください。 

・FB 利用による接続 

・IB 利用による接続 

３ 現在使用している会計・販売

管理ソフトおよび通信パッ

ケージ、FB ソフト等への影

響確認 

【３.3 企業様側システムの

主な対応方法】 

現在使用している会計ソフトや通信ソフトへ

の影響についてご確認ください。必要に応じ

て、本システム対応ソフトの購入や改修をご

検討ください。 

４ 接続環境の準備 

【３.4 ネットワーク対応方

法】 

本システムへ接続するための環境をご準備く

ださい。 

・FB ソフトや基幹ホスト等の準備 

・ネットワークの準備 

※インターネットバンキングを利用する場合

は、取引先金融機関へお問合せください。 

５ 取引先との調整 取引先と必要に応じて、金融 EDI 情報の設定

方法について調整ください。 

６ 取引先金融機関への利用申

込み 

【３.5 金融機関への申込み】 

本システムを利用した FB サービスの利用開

始にあたり、取引先金融機関に対し申込書を

提出していただきます。 
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３.2 全銀 EDIシステムへの主な接続方法 

本システムへの主な接続方法（例）を表 ３.2-1 および図 ３.2-1 に示します。 

ご利用企業様のご利用環境に応じて接続形態をご検討いただくことになります。 

 

表 ３.2-1 全銀 EDI システムの主な接続方法 

 

区分 接続形態 接続方法内容（想定） 

FB ホスト 

（例１） 

企業様のホストシステムからJX手順において本シス

テムに接続します。 

クライアントソフト 

（例２） 

PC へインストールする専用ソフトを使用して、JX手

順において本システムに接続します。 

IB ブラウザ 

（例３） 

取引先金融機関のインターネットバンキングを利用

して本システムに接続します。 

 

図 ３.2-1 全銀 EDI システムの主な接続イメージ 
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３.3 企業様側システムの主な対応方法 

金融 EDI 情報の作成、読み込み、本システムへの送受信処理に関する主な対応内容

（例）を表 ３.3-1 に示します。 

下記は一般的名例であり、詳細については貴社システム部やシステムベンダへご相談

ください。 

 

表 ３.3-1 企業様側システム対応内容（例） 

 

区分 対応方針 内容（想定） 

通信 市販の通信パッケージ

の購入 

市販の通信パッケージをご利用いただ

き、本システムへ接続します。 

※ご利用中の製品のバージョンアップ対

応も考えられますので、詳細については

各通信パッケージベンダにお問合せくだ

さい。 

自社開発 通信パッケージの自社開発を行い本シス

テムへ接続します。 

業務 

（会計ソフト

等） 

市販ソフトウェアの購

入 

会計、販売パッケージ等の市販ソフトウ

ェアをご利用いただき対応します。 

詳細については各ソフトウェアベンダに

お問合せください。 

自社開発 自社開発した業務システムで対応しま

す。 

S-ZEDI 市販ソフトウェア等を利用せず、全銀ネ

ットで用意するウェブブラウザから手入

力において金融EDI情報を添付したデー

タ（XML 形式のデータ）を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本システムでは、簡単に金融 EDI 情報を添付したデータ（XML 形式のファイル）を作成

することが可能な機能を提供いたします。インターネットにつながるご利用のパソコン等か

ら WEB ブラウザを用いて WEB 画面上で情報を入力することで、本システムに対応した

XML ファイル（総合振込）を作成することができます。 

なお、S-ZEDI については、XML 形式のファイル作成のみの機能となるため、ファイル作

成後、FB か IB を利用して本システムへファイル送信いただく必要があります。 

S-ZEDI のご利用方法については「参考２．S-ZEDI のご利用方法について」をご参照く

ださい。 

S-ZEDI とは 
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３.3.1 通信・業務 

（１） 市販の通信パッケージ・FB ソフトウェアの購入 

市販の通信パッケージ・FB ソフトウェアを購入される場合、本システム対応の製品

をご利用ください。 

「全銀 EDI システムに対応した製品・サービス一覧」に対応製品および問合せ先を

まとめておりますので、詳細については直接提供元にお問合せください。 

 

（２） 自社開発 

自社開発を行う場合は、取引先金融機関へ API 仕様書の開示依頼を行ったうえ、本

システムの API 仕様に従った対応を実施ください。 

対応概要については「参考１．自社開発を行う場合の対応概要」をご参照ください。 
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３.4 ネットワーク対応方法 

３.4.1 全銀 EDIシステムとの接続方法について 

（１） ネットワークについて 

本システムに接続するためのネットワークとして、インターネット回線または

Connecure をご準備ください。 

ネットワークについては別途利用料金が発生します。インターネット回線をご利用

の場合は、インターネットサービスプロバイダへお問合せください。Connecure につ

いては、株式会社NTTデータが提供する回線（閉域網サービス）となります。Connecure

のサービスメニューおよび提供料金の詳細については「参考３．Connecure について」

をご参照ください。 

 

（２） 通信プロトコルについて 

JX 手順を使用した、HTTPS による暗号化通信を行います。また Connecure 接続に

おいては、さらに IPsec による暗号化を行います。 

 

３.4.2 クライアント証明書による接続認証について 

一括ファイル伝送（FB）において本システムに接続するためには、クライアント証

明書による接続認証を行います。 

 

３.5 金融機関への申込み 

金融機関への申込みから利用開始までの一連の流れを以下に示します。 

個別金融機関をご利用の場合（追加で他の個別金融機関を利用する場合も含む）と、

当初から複数金融機関をご利用する場合で、本システムの利用開始申込みの手順が異な

りますので、ご注意ください。 

 

３.5.1 個別金融機関を利用する場合 

個別金融機関を利用する場合の利用開始までの申込みの流れを表 ３.5-1 に示します。 

 

表 ３.5-1 申込みから利用開始までの流れ（個別金融機関を利用する場合） 

 

手順 項目 内容 

１ FB サービスの利用申込み 

（企業様→取引先金融機

関） 

本システムを利用した FB サービスの利用開

始にあたり、取引先金融機関に対し申込書を

提出していただきます。 



14 

 

 

手順 項目 内容 

２ クライント証明書発行申込

書類の準備 

全銀ネットウェブサイト等の所定のページに

アクセスします。クライアント証明書発行申

込書、利用規約をダウンロードします。利用規

約をご確認し、申込書に必要事項を記入しま

す。 

３ 本システム利用開始申込み 本システムの利用開始にあたり、取引先金融

機関に対し、クライアント証明書発行申込書

を提出します。（手順２で作成） 

４ 利用確認 

（取引先金融機関→ 

全銀ネット） 

取引先金融機関において、申込内容や FB 契

約先企業様であることを確認のうえ、クライ

アント証明書発行手続を開始します。 

具体的には、全銀ネットに対し、クライアント

証明書発行依頼を行います。 

５ クライアント証明書発行処

理 

（全銀ネット→企業様） 

全銀ネットでは金融機関の申請にもとづき本

システムに対してクライアント証明書発行処

理を行います。 

その後、全銀ネットは企業様に対してクライ

アント証明書の取得に必要な情報をメール等

により通知します。 

６ クライアント証明書の取得 

（企業様→本システム） 

企業様は、全銀ネットからの通知を受け、本シ

ステムに対して FB ソフト等からクライアン

ト証明書の取得を行います。 

７ 利用開始 企業様は、クライアントソフトの設定や伝送

ファイルの作成など利用開始の準備を行い、

利用開始準備が整いましたら、利用開始とな

ります。 

※変更・解約の手続も取引先金融機関にお問合せください。 
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３.5.2 当初から複数金融機関を利用する場合 

当初から複数金融機関を利用する場合の利用開始までの申込みの流れを表 ３.5-2 に

示します。 

 

表 ３.5-2 申込みから利用開始までの流れ（当初から複数金融機関を利用する場合） 

 

手順 項目 内容 

１ クライント証明書発行申込

書類の準備 

全銀ネットウェブサイト等の所定のページに

アクセスします。マルチバンククライアント

証明書発行申込書、利用規約をダウンロード

します。利用規約をご確認し、申込書に必要

事項を記入します。 

２ 本システム利用開始申込み 

（企業様→全銀ネット） 

本システムの利用開始にあたり、全銀ネット

に対し、マルチバンク証明書発行申込書を郵

送します。（どちらも手順１で作成） 

３ 利用確認 

（全銀ネット→ 

取引先金融機関） 

全銀ネットは、対象金融機関にマルチバンク

証明書発行の依頼を行います。 

４ FB サービスの利用申込み 

（企業様→取引先金融機

関） 

本システムを利用した FB サービスの利用開

始にあたり、利用する全ての取引先金融機関

に対し申込書を提出いただきます。 

５ 利用確認 

（取引先金融機関→ 

全銀ネット） 

取引先金融機関において、マルチバンク証明

書発行手続を開始します。 

具体的には、全銀ネットに対し、クライアン

ト証明書発行依頼を行います。 

６ クライアント証明書発行処

理 

（全銀ネット→企業様） 

全銀ネットでは金融機関の依頼にもとづき本

システムに対してクライアント証明書発行処

理を行います。 

その後、全銀ネットは企業様に対してクライ

アント証明書の取得に必要な情報をメール等

により通知します。 

７ クライアント証明書の取得 

（企業様→本システム） 

企業様は、全銀ネットからの通知を受け、本シ

ステムに対して FB ソフト等からクライアン

ト証明書の取得を行います。 
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手順 項目 内容 

８ 利用開始 企業様は、クライアントソフトの設定や伝送

ファイルの作成など利用開始の準備を行い、

利用開始準備が整いましたら、利用開始とな

ります。 

※変更・解約の手続も取引先金融機関にお問合せください。 

 

 

  

 

クライアント証明書とは、個人や組織を認証し発行される電子証明書のことです。システ

ムやサービス等を利用するユーザの端末等に証明書をインストールし、そのユーザが正

規の利用者であることを認証します。 

 

FB ルートにおいて本システムに接続するためには、クライアント証明書による接続認証

が必要となります。クライアント証明書は、取引先金融機関を経由した企業様からの申込

みにもとづき全銀ネットが発行いたします。 

証明書の有効期限は、２年（730 日）で、期限到来の 40 日前から証明書の更新が可能

となります。 

なお、IB 方式では、この証明書は使用いたしません。各 IB サービスの認証方法に従っ

た接続認証となります。 

 

 

 

本システムでは、マルチバンク証明書を採用しています。 

企業様は複数の取引先金融機関の取引について、１枚のクライアント証明書で本シス

テムとの接続認証を行うことができます。 

 

 

 

通信パッケージソフト等の機能を用い、証明書の発行局となる本システムへ作成したＣ

ＳＲ（クライアント証明書の発行要求情報）を送信し、証明書を取得します。取得済み証明

書の有効期限チェックを行い、更新時期に証明書の更新（再取得）を行います。 

※上記機能はイメージ例であり、通信パッケージソフト等の開発範囲、機能等を指定・限

定するものではありません。 

クライアント証明書とは 

マルチバンク証明書について 

クライアント証明書の取得イメージ 
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４．ご利用のためのご相談事項 

４.1 金融機関へのご相談 

４.1.1 全銀 EDIシステム対応サービスの提供状況について 

金融機関によって本システムのサービス対応状況が異なります。各取引先金融機関に

お問合せください。 

 

４.1.2 利用申込み手続について 

ご利用時間、受付日、手数料等を含めて、各取引先金融機関にお問合せください。 

 

４.1.3 法人 IBにおける全銀 EDIシステムの利用方法について 

法人 IB（インターネットバンキング）における本システムの利用方法については、各

取引先金融機関にお問合せください。 

 

４.1.4 全銀ファイル伝送（VALUX）における全銀 EDIシステムの利用について 

全銀ファイル伝送（VALUX）における全銀 EDI システムの利用については、各取引

先金融機関にお問合せください。 

 

４.2 ITベンダへのご相談  

４.2.1 全銀 EDIシステム対応 FBソフトの導入について 

ソフトウェアベンダに直接お問合せください。 

 

４.2.2 通信パッケージソフトの導入について 

通信パッケージベンダに直接お問合せください。 

 

４.2.3 ERP、会計ソフトの全銀 EDI対応について 

ソフトウェアベンダに直接お問合せください。 

 

４.3 社内関係部門との調整 

本システムのサービス導入に向けて「３.3 企業様側システムの主な対応方法」に記載

の準備が必要となります。貴社内の関係部署と調整のうえ、ご検討ください。 

 

４.4 お取引先とのご相談 

本システムの利用に伴う事務の効率化について、事前に取引先と金融 EDI 情報に設定

する内容等の調整が必要となります。 

具体的には、受取企業様側で入金消込に必要な情報項目の事前調整や支払企業様にお

けるこれら情報の設定方法の調整が必要となります。 
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５．用語の解説 

本ガイダンスで使用する用語について表 ５.1-1 に示す。 

 

表 ５.1-1 用語集 

 

項番 用語 解説 

１ 全銀協 「一般社団法人全国銀行協会」のことをいう。 

２ 全銀ネット 「一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク」のことをい

う。 

３ 全銀システム 全銀ネットが運営する、金融機関相互間の内国為替取引をオン

ライン処理するシステムのことをいう。 

４ NTT データ 「株式会社エヌ・ティ・ティ・データ」のことをいう 。 

５ 企業 本システムを利用する企業（個人事業主を含む）のことをいう。 

６ Connecure NTT データが提供している閉域網サービスのことをいう。 

７ JX 手順 データを転送するためのシンプルな通信プロトコルで、クライ

アント側が通信処理の起点となって相手側サーバにアクセス

する Pull 型の通信方式のことをいう。 

８ FB ファームバンキングのことをいう。 

９ IB インターネットバンキングのことをいう。 

10 取引明細 総合振込の振込先（被仕向情報）の単位のことをいう。 

11 通信制御情報 センタ確認コードおよびパスワードによって接続相手の正当

性チェックを実施するほか、データ送受信の方向(連絡モード、

照会モード)等を制御する、通信制御電文で使用する情報のこと

をいう。 

12 ファイル制御情

報 

ファイルアクセスキーによってファイルアクセス相手の正当

性チェックを実施するほか、伝送結果の確認および障害復旧時

等におけるデータの再送等に関する制御を実施する、ファイル

制御電文で使用する情報のことをいう。 

13 ISO20022 XML を主要なデータ記述言語として利用する、金融通信メッ

セージの国際規格のことをいう。 

 

※本資料に記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。  
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項番 用語 解説 

14 BAH 企業と本システム間の総合振込、振込入金通知、入出金取引明

細における通信制御、ファイル制御を連携するためのインター

フェースのことをいう。 

企業が本システムへ送信する BAH の場合、金融機関との全銀

協標準通信プロトコル－TCP/IP 手順－による通信で必要な情

報等を含む。企業が本システムから受信する場合は、「総合振込

依頼」、「振込入金通知依頼」、「入出金取引明細依頼」の処理結

果等を含む。 

15 pain.001 企業から本システムへ、「総合振込依頼」の振込情報を連携する

ためのインターフェースのことをいう。 

16 pain.002 本システムから企業へ、「総合振込結果」を連携するためのイン

ターフェースのことをいう。 

17 camt.052 本システムから企業へ、金融機関からの「入出金取引明細結果」

を連携するためのインターフェースのことをいう。 

18 camt.054 本システムから企業へ、金融機関からの「振込入金通知結果」

を連携するためのインターフェースのことをいう。 

19 base64 エンコー

ド 

対象データを 64種類の印字可能な英数字(A-Z、a-z、0-9、+、

/)とパディングのための記号(=)のテキストデータに変換する

エンコード方式のことをいう。(RFC 2045参照) 

20 EV SSL 証明書 通信相手の実在性などの認証方法を厳格にした SSL サーバ証

明書のことをいう。 

「Extended Validation SSL 証明書」の略称。 
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６．ご照会先 

６.1 全銀 EDIシステムに係る問合せ先 

一般社団法人 全国銀行資金決済ネットワーク  

業務部 全銀 EDI グループ 

【全銀 EDI システム問合せ専用アドレス】：xml_system_info@zengin-net.jp 

 

６.2 Connecureに係る問合せ先 

「参考３．Connecure について ３.7 Connecure に係る問合せ先」を参照 

 

 

 

以上 
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参考１．自社開発を行う場合の対応概要 

 

本システムとの接続に係る通信および業務について貴社において開発を行う場合の対応

概要について、以下に示します。 

詳細な内容については、API 仕様書の開示依頼を取引先金融機関に行ってください。 

 

１.1  貴社ご利用環境の準備 

本システムに接続するにあたり、ご準備いただく範囲（例）を図 参考１.1-1、表 参考

１.1-1 に示します。 

下記機能は一例であり、開発範囲、機能等を指定・限定するものではありません。 

 

 

図 参考１.1-1 利用環境の準備範囲（例） 

 

表 参考１.1-1 利用環境の準備範囲（例） 

 

項番 分類 対応機能 詳細 

①  XML ファイル 

作成・変換部分 

XML 作成機能 支払情報および EDI 情報※をもとに、本シ

ステム向けに総合振込 XML ファイル

（pain.001）の作成機能を提供する。 

※EDI 情報については、base64 エンコード

を実施する。 
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項番 分類 対応機能 詳細 

②  XML 変換機能 本システムから受領する振込入金通知・入

出金取引明細 XML ファイル（Camt.052、

Camt.054）をもとに、受取企業向けに EDI

情報※を還元し、入金消込ができる機能を

提供する。 

※EDI 情報については、base64 デコードを

実施する。 

③  通信制御・認証

部分 

通信機能 本システムと JX 手順によって XML ファイ

ルの送受信する機能を提供する。（伝送制御

情報等を設定する BAH を作成、クライアン

ト証明書による認証を実施する） 

④  マスタ設定機能 本システムとの通信を行う際の伝送先情

報、JX 通信情報（サイクル番号等）、クラ

イアント証明書情報を設定する機能を提供

する。 

⑤  クライアント 

証明書管理機能 

クライアント証明書の有効期限管理、登

録・更新機能を提供する。 

 

１.2  接続イメージ 

一括ファイル伝送（JX 手順）による本システムとの接続イメージを図 参考１.2-1、図 

参考１.2-2 に示します。 

なお、一括ファイル伝送（JX 手順）における留意事項は下記のとおり。 

 

◆全銀 EDI システムへの結果取得（第 2 シーケンス）依頼タイミングについて 

伝送依頼(第 1 シーケンス)から結果取得依頼(第 2 シーケンス)の間隔は、全銀 EDI シ

ステムの性能および業務量のピークを考慮した、10 分を推奨します。 
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図 参考１.2-1 一括ファイル伝送の接続イメージ（総合振込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 参考１.2-2 一括ファイル伝送の接続イメージ（振込入金通知・入出金取引明細） 
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参考２．S-ZEDIのご利用方法について 

 

２.1  機能概要 

WEB ブラウザ上での画面入力で XML 形式の総合振込ファイル（pain.001）を作成す

る機能です。 

 

２.2  利用イメージ 

S-ZEDI の利用イメージを図 参考２.2-1 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 参考２.2-1 S-ZEDI の利用イメージ 

 

（１） ブラウザで入力 

S-ZEDI の WEB 画面にアクセスし、ブラウザ上で振込に必要な情報（仕向／被仕

向口座情報や金額等）および金融 EDI 情報（「参考２.4 S-ZEDI の金融 EDI 情報に

ついて」参照）を入力します。 

（２） ダウンロード・内容確認 

総合振込依頼明細ファイルおよび総合振込依頼明細（確認用）ファイルをダウンロ

ードし、総合振込依頼明細（確認用）ファイルにて内容に誤りがないことを確認し

ます。 

（３） アップロード 

（２）でダウンロードした総合振込依頼明細ファイルをご利用の法人インターネ

ットバンキングにアップロードします。 

※アップロードの手順等、法人インターネットバンキングの操作に関する不明点は、

取引先金融機関にお問合せください。 

 

XML 

（２）ダウンロード・内容確認 

（１）ブラウザで入力 

XML 

（３）アップロード 

XML 

（確認

用） 

（S-ZEDI） 

（企業様端末） 

法人インターネットバンキング 

（取引先金融機関） 



25 

 

 

２.3  利用方法 

（１） WEB 画面へのアクセス 

WEB ブラウザから S-ZEDI の URL（取引先金融機関にお問合せください。）にア

クセスします。 

（２） 支払情報の入力 

振込依頼人情報入力画面（図 参考２.3-1）において、取組日、振込依頼人情報等を

入力します。 

グループメッセージ ID、支払情報 ID は、XML ファイルの仕様上必須項目となり

ます。初期値として現在日時（YYYYMMDDhhmm）+“001”が表示されますので、

異なる ID にしたい場合は変更してください。利用しない場合には、特に変更の必

要はございません。 

（３） 取引明細画面への遷移 

取引明細入力ボタンを押下し、取引明細入力画面（図 参考２.3-2）に遷移します。 

 

２.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 参考２.3-1 振込依頼人情報入力画面 
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（４） 取引明細情報の入力 

取引明細入力画面（図 参考２.3-2）において、受取人情報、振込金額等を入力しま

す。 

（５） 金融 EDI 情報の入力 

必要に応じて、取引に紐付く金融 EDI 情報を入力します。 

金融 EDI 情報は、１取引明細あたり最大 10 件まで入力可能です。 

金融 EDI 情報の項目については、「参考２.4 S-ZEDI の金融 EDI 情報について」

をご参照ください。 

（６） 取引明細一覧へ反映 

取引明細情報、金融 EDI 情報の入力が完了したら、取引明細一覧に反映ボタンを

押下し、振込依頼人情報入力画面（図 参考２.3-3）に遷移します。取引明細一覧に

入力した内容が反映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 参考２.3-2 取引明細入力画面 
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（７） 取引明細情報の追加 

取引明細情報を追加する場合は、（３）～（６）を繰り返します。 

取引明細情報は、１ファイルあたり最大 10 明細まで登録可能です。 

（８） 確認用ファイルの取得 

入力が完了したら、総合振込依頼明細（確認用）ファイルダウンロードボタンを押

下し、確認用の XML ファイルを取得し、内容を確認します。 

※確認用ファイルは金融 EDI 情報が変換されていないため、確認・保存用としてご

利用ください。 

（９） XML ファイルの取得 

内容確認後、総合振込依頼明細ファイルダウンロードボタンを押下し、XML ファ

イルを取得します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 参考２.3-3 振込依頼人情報入力画面  
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S-ZEDI では、総合振込に利用できる XML ファイルと、金融 EDI 情報の内容を確認す

ることのできる確認用ファイルの２種類のファイルがダウンロード可能です。 

総合振込用の XML ファイルでは金融 EDI 情報が変換された形式で作成されます。確

認用ファイルは金融 EDI 情報が変換されずに作成されるため、内容確認が必要な場合は

確認用ファイルをダウンロードしてご利用ください。 

ただし、確認用ファイルは総合振込においてはご利用いただけませんのでご注意くださ

い。 

 

■金融 EDI 情報の出力イメージ 

【金融 EDI 情報の変換あり（XML ファイル）】 

 

【金融 EDI 情報の変換なし（確認用ファイル）】 

 

確認用ファイルについて 

変換されておらず、 

入力した内容が確認できる 

変換されていて 

内容確認不可 
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２.4  S-ZEDIの金融 EDI情報について 

S-ZEDI の金融 EDI 情報の項目を表 参考２.4-1 に示します。 

 

表 参考２.4-1 S-ZEDI の金融 EDI 情報項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.5  セキュリティについて 

S-ZEDI の Web サーバには、EV SSL 証明書を導入し、フィッシング詐欺対策を行っ

ています。 

 

 

  

 

金融 EDI 情報の項目については、経済産業省・中小企業庁主催の「金融 EDI における

商流情報等のあり方検討会議」において、金融 EDI 情報として格納すべき商流情報として

項目の整理がなされております。 

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/kinyuedi/2016/161222kinyuedi.pdf 

【出所】「金融 EDI 情報として格納すべき商流の整理について（2016 年 12 月 22 日）」 

（中小企業庁研究会 金融 EDI における商流情報等のあり方検討会） 

 

S-ZEDI の金融 EDI 情報項目は、上記項目の中から必要と思われる 12 項目に「備考」

等６項目を加えた 18 項目で整理を行っております。 

S-ZEDI の金融 EDI 情報項目について 

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/kinyuedi/2016/161222kinyuedi.pdf
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参考３．Connecureについて 

３.1  Connecureサービスの概要 

本システムと企業様間の回線として、NTT データが提供している閉域網サービス

（Connecure（コネキュア））と接続します。セキュリティポリシー上インターネット利

用不可の企業様・大量データ取扱い企業様・ホスト接続企業様等のご利用を想定してお

ります。 

 

３.2  Connecureの特徴 

インターネット等他のネットワークと分離されており、高セキュリティレベルの通信

品質を提供いたします。 

 

３.3  回線メニューについて 

Connecure サービスの回線メニューについて、図 参考３.1-1 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 参考３.1-1 Connecure サービスの回線メニュー 

 

詳細は、株式会社 NTT データ Connecure 窓口までお問合せください。 
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３.4  料金体系 

Connecure サービスの初期費用および月額費用を以下に示します。 

 

３.5  初期費用（一時費用） 

Connecure サービスの初期費用を表 参考３.2-1 に示します。（2018 年１月時点） 

※メニュー・料金体系については、予告なく変更させていただく場合があります。 

 

表 参考３.2-1 初期費用（一時費用） 

 

No 基本／オプション メニュー名 単価 

１ 基本 ベーシック １M＋１M ¥220,500 

２ ベーシック １M＋ベストエフォート ¥238,300 

３ ベーシック １M ¥185,000 

４ ベーシック ベストエフォート ¥204,800 

５ ライト ベストエフォート ¥204,800 

６ ライト ミニマム ¥204,800 

７ オプション ASP サービス追加設定料 ¥80,000 

※ASP サービス追加設定料は、1 回の追加設定ごとに発生します。メニュー新設時にご依

頼された場合、料金は発生いたしません。 

 

３.6  月額費用 

Connecure サービスの月額費用を表 参考３.2-2 に示します。（2018 年１月時点） 

※メニュー・料金体系については、予告なく変更させていただく場合があります。 

 

表 参考３.2-2 月額費用 

 

No 基本／オプション メニュー名 単価 

１ 基本 ベーシック １M＋１M ¥180,000 

２ ベーシック １M＋ベストエフォート ¥136,900 

３ ベーシック １M ¥90,000 

４ ベーシック ベストエフォート ¥46,900 

５ ライト ベストエフォート ¥19,800 

６ ライト ミニマム ¥9,800 

７ オプション ASP サービス追加設定料※ ¥5,000 

※ASP サービス追加利用料は、ご利用される ASP サービス毎に発生します。 

  



32 

 

 

３.7  Connecureに係る問合せ先 

株式会社 NTT データ 

ネットワークソリューション事業部 営業担当 Connecure 窓口 

メールアドレス：connecure_sales@kits.nttdata.co.jp 

 

なお、「ライト ミニマム」メニューご利用時の留意事項は下記のとおり。 

 

◆XML 電文における明細数の目安について 

「ライト ミニマム」メニューは、200kbps（ベストエフォート）の帯域制限があ

るため、全銀 EDI システムの各業務において、１ファイルの明細数が記載の範囲を

超える場合は、ネットワーク遅延が発生する想定。記載以上の明細数が予定されてい

る場合は、上位メニューをご利用いただきたい。 

 

【XML 電文における明細数の目安】 

項番 対象業務 明細数（目安） 

1 総合振込 21 明細 

2 振込入金通知 18 明細 

3 入出金取引明細 17 明細 

  ※上記明細の試算は、全銀 EDI システムの基本設計においてデータ量算出に用いたデータ長の 

考え方にもとづき実施。 

  ※ベストエフォート回線であるため、実測値はさらに劣化することがある。 

 

◆ネットワーク遅延が発生した場合の対処について 

ネットワーク遅延は利用企業様ご自身において、検知していただくとともに、遅延

が頻発する場合の対処としては、上位メニューへの契約変更を行っていただく必要

がある。 

またネットワーク遅延が発生した場合、ZEDI センタ側における一括ファイル伝送

の「企業同時アクセス数（最大 64 セッション）」に影響が生じる。１回線にネットワ

ーク遅延が発生した場合、その間は企業同時アクセス数の１セッションをつかんだ

ままの状態となるため、状況に応じて ZEDI センタ側で調査を行うことがある。 

  

mailto:connecure_sales@kits.nttdata.co.jp
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参考４．XML形式適用業務およびレコード・フォーマットについて 

４.1 XML形式適用業務およびレコード・フォーマットについて 

全銀協において本システムの稼動を見据え、本システムが取り扱う適用業務および各

適用業務におけるレコード・フォーマット（XML 形式）を制定しており、全銀協の HP

において公表しております（https://www.zenginkyo.or.jp/news/2017/n8335/）。XML 形

式適用業務およびレコード・フォーマットの詳細は HP においてご確認ください。また、

概要については次頁以降をご確認ください。 

  

https://www.zenginkyo.or.jp/news/2017/n8335/
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４.1.1 企業から本システムへ送信するレコード・フォーマット 

企業から本システムへ送信するレコード・フォーマット（総合振込依頼制御情報レ

コード・フォーマット、総合振込依頼明細レコード・フォーマット、振込入金通知依頼

制御情報レコード・フォーマット（XML 形式）、入出金取引明細依頼制御情報レコー

ド・フォーマット）の各項目は、表１に従って設定する。本定義に記載のない

ISO20022 定義タグについてはインターフェースファイル内に存在していてもエラーと

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レコード・フォーマット

　　５．１．１  企業から本システムへ送信するレコード・フォーマット

本定義に記載のないISO20022定義タグについてはインターフェースファイル内に存在していてもエラーとしない。

項番 説明

企業から本システムへ送信するレコード・フォーマット（総合振込依頼制御情報レコード・フォーマット、総
合振込依頼明細レコード・フォーマット、振込入金通知依頼制御情報レコード・フォーマット（XML形式）、

2 論理名
日本語で記載する論理的なXML のタグの名称を示す。
各タグについての理解を補助するためのものである。

3 本システムにおける定義
各XMLタグの本システムにおける定義であり、ISO20022定義をベースとし
て、固定長ファイルへの変換を考慮した定義を示す。

項目

1 XMLタグ 英数字記号で記載する物理的なXML のタグの名称を示す。

表１　本システムへ送信するレコード・フォーマット設定内容　

4 繰返

本システムにおけるXMLタグの出現頻度を示す。以下に例を示す。
[0..1] :XMLタグがない、または1つであることを示す。
[0..n] :XMLタグがない、または2つ以上であることを示す。
[1..1] :XMLタグが必ず1つであることを示す。
[1..n] :XMLタグが1つ以上であることを示す。

5 項目属性

本システムにおける各XMLタグの項目属性(使用可能文字)を示す。項目属
性については「表 ２－１　項目属性ごとの使用可能文字」を参照のこ
と。
タグのみの場合は“±”である。
項目属性の指定がなく、ISO20022の使用可能文字範囲に準拠する場合は
“-”である。

本システムにおけるXMLタグ内に設定する値の最小桁数を示す。
タグのみの場合は“-”である。

7 MAX
本システムにおけるXMLタグ内に設定する値の最大桁数を示す。
タグのみの場合は“-”である。

6

桁数

MIN

8 設定内容

本システムにおける各XMLタグへの設定内容を示す。
“全銀（ヘッダー）”、“全銀（データ）”、および“全銀（トレー
ラ）”は、全銀協制定レコード・フォーマット（固定長）におけるヘッ
ダー・レコード、データ・レコード、およびトレーラ・レコードを示す。
複数項目を連結して設定するXMLタグについては、各項目の型と桁数を欄
内の“型/桁数”に記載する。
“型”は、【X：ヘキサ表記】、【C：キャラクタ】、【N：数字】で記載
する。

9 ISO20022定義(参考情報) 参考情報として、ISO20022で規定されたフォーマットを示す。

10 繰返

ISO20022で規定されているXMLタグの出現頻度を示す。
[0..1] :XMLタグがない、または1つであることを示す。
[0..n] :XMLタグがない、または2つ以上であることを示す。
[1..1] :XMLタグが必ず1つであることを示す。
[1..n] :XMLタグが1つ以上であることを示す。

11 Represent/Type
ISO20022で規定されているRepresent/Typeを示す。
タグのみの場合は“±”である。

12 データ型
ISO20022で規定されているデータ型を示す。
タグのみの場合は“-”である。

13

桁数

MIN
ISO20022で規定されているXMLタグ内に設定する値の最小桁数を示す。
タグのみの場合は“-”である。

14 MAX
ISO20022で規定されているXMLタグ内に設定する値の最大桁数を示す。
タグのみの場合は“-”である。
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本システムへ送信するレコード・フォーマットにおける項目のうち、全銀協制定レ

コード・フォーマット（固定長）と対応するマッピング項目については、項目ごとに使

用可能文字が異なるため、項目属性として定義する。項目属性ごとの使用可能文字を以

下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 N属性の項目 N属性 「表２－２」参照

2 全ての業務の「店舗名」 店舗名称属性 「表２－３」参照

4 顧客コード1、顧客コード2 EDI属性 「表２－５」参照
5 上記以外のC属性の項目 C属性 「表２－６」参照

項番 属性

1 数字

項番 属性

1 数字
2 英字
3 カナ文字
4 濁点半濁点
5 記号
6 スペース

項番 属性

1 数字
2 英字

3 カナ文字

4 濁点半濁点
5 記号
6 スペース

項番 属性

1 数字
2 英字

3 カナ文字

4 濁点半濁点
5 記号
6 スペース

項番 属性

1 数字
2 英字

3 カナ文字

4 濁点半濁点
5 記号
6 スペース

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉﾊﾋﾌﾍﾎﾏﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚﾛﾜｦﾝ

ﾞﾟ
\｢｣()-/.,+?:'
半角スペース

ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉﾊﾋﾌﾍﾎﾏﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚﾛﾜｦﾝ

ﾞﾟ
()-.
半角スペース

文字一覧

123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

表２－５　EDI属性

ﾞﾟ
\｢｣()-/.
半角スペース

文字一覧

123456789

表２－６　C属性

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉﾊﾋﾌﾍﾎﾏﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚﾛﾜﾝ

表２－４　名称属性

123456789

文字一覧

123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉﾊﾋﾌﾍﾎﾏﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚﾛﾜﾝ
ﾞﾟ

表２－３　店舗名称属性

-
半角スペース

文字一覧

123456789

3

振込入金通知の「口座名」、「振込依頼人名」
入出金取引明細の「口座名」、「振込依頼人名」
総合振込の「振込依頼人名」、「受取人名」

名称属性 「表２－４」参照

文字一覧

表２－２　N属性

本システムへ送信するレコード・フォーマットにおける項目のうち、全銀協制定レコード・フォーマット（固定長）
と対応するマッピング項目については、項目ごとに使用可能文字が異なるため、項目属性として定義する。項目属性
ごとの使用可能文字を以下に示す。

項番
全銀協制定レコード・フォーマット

（固定長）の項目または属性
項目属性名 使用可能文字

表２－１　項目属性ごとの使用可能文字
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（１） 【BAH】総合振込依頼制御情報、振込入金通知依頼制御情報、入出金取引明細依頼制御情報レコード・フォーマット 

 

① 説明 

・企業から本システムへの「総合振込依頼」連携において、通信制御情報とファイル制御情報を連携するためのレコード・フォーマット 

・企業から本システムへの「振込入金通知依頼」連携において、通信制御情報とファイル制御情報を連携するためのレコード・フォーマット 

・企業から本システムへの「入出金取引明細依頼」連携において、通信制御情報とファイル制御情報を連携するためのレコード・フォーマット 

② レコードの内容 

・どの業務に対する【BAH】であるかは、<MsgDefIdr>（項番 22）で設定する。 

・なお、振込入金通知および入出金取引明細の依頼においては、上記【BAH】のみを本システムへ送信する。 
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（２） 【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット 

 

① 説明 

・企業から本システムへ「総合振込依頼」の振込情報を連携するためのレコード・フォーマット 

② レコードの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レコード・フォーマット名称 【pain.001】総合振込依頼明細レコード・フォーマット
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項番 説明項目
1 XMLタグ 英数字記号で記載する物理的なXML のタグの名称を示す。

2 論理名
日本語で記載する論理的なXML のタグの名称を示す。
各タグについての理解を補助するためのものである。

3 ISO20022定義(参考情報) 参考情報として、ISO20022で規定されたフォーマットを示す。

4

繰返 XMLタグの出現頻度を示す。以下に例を示す。
[0..1] :XMLタグがない、または1つであることを示す。
[0..n] :XMLタグがない、または2つ以上であることを示す。
[1..1] :XMLタグが必ず1つであることを示す。
[1..n] :XMLタグが1つ以上であることを示す。

5
Represent/Type ISO20022で規定されているRepresent/Typeを示す。

タグのみの場合は“±”である。

6 データ型
ISO20022で規定されているデータ型を示す。
タグのみの場合は“-”である。

7
桁数

MIN

13

ISO20022で規定されているXMLタグ内に設定する値の最小桁数を示す。
タグのみの場合は“-”である。

8 MAX
ISO20022で規定されているXMLタグ内に設定する値の最大桁数を示す。
タグのみの場合は“-”である。

9 本システムにおける定義
各XMLタグの本システムにおける定義であり、ISO20022定義をベースとして、固定長ファイルへの変換を考慮
した定義を示す。

11 項目属性
ISO20022の規定に準拠するため使用しない。

MAX
ISO20022の規定に準拠するため使用しない。

14 設定内容 本システムにおける各XMLタグへの設定内容を示す。
“全銀（ヘッダー）”、“全銀（データ）”、および“全銀（トレーラ）”は、全銀協制定レコード・
フォーマット（固定長）におけるヘッダーレコード、データレコード、およびトレーラレコードを示す。
設定元の固定長ファイルの項目が省略されている場合、かつXMLタグが省略可能の場合はタグを設定しない。
設定元の固定長ファイルの項目が省略されている場合、かつXMLタグが省略不可の場合は“データ型”に応じ
た初期値（半角スペース1桁、または“0”）を設定する。

複数項目を連結して設定するXMLタグについては、各項目の型と桁数を欄内の“型/桁数”に記載する。
“型”は、【X：ヘキサ表記】、【C：キャラクタ】、【N：数字】で記載する。

「【camt.052】入出金取引明細結果明細レコード・フォーマット」においては、口座の種類によりXMLタグへ
の設定内容が異なる。
口座の種類は全銀（ヘッダー）の預金種目により判定するが、設定内容欄の条件の記載は下記のとおり簡略
化して記載する。
＜全銀（ヘッダー）の預金種目が“1”（普通預金）、または“2”（当座預金）、または“4”（貯蓄預金）
の場合＞
　設定内容欄の条件は＜普通口座の場合＞と記載する。
＜全銀（ヘッダー）の預金種目が“5”（通知預金）、“6”（定期預金）、“7”（積立定期預金）の場合＞
　設定内容欄の条件は＜定期性口座の場合＞と記載する。

10 繰返 ISO20022の規定に準拠するため使用しない。

12 桁数 MIN
ISO20022の規定に準拠するため使用しない。

４.1.2 企業が本システムから受信するレコード・フォーマット 

企業が本システムから受信するレコード・フォーマット（総合振込結果制御情報レコ

ード・フォーマット、総合振込結果明細レコード・フォーマット、振込入金通知結果制

御情報レコード・フォーマット、振込入金通知結果明細レコード・フォーマット、入出

金取引明細結果制御情報レコード・フォーマット、入出金取引明細結果明細レコード・

フォーマット）の各項目は表３に従って設定する。 

ISO20022で規定する必須タグおよび本システムで定義するタグについてのみ記載す

る。 

 

表３ 本システムから受信するレコード・フォーマットの設定内容 
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レコード・フォーマット名称
【BAH】総合振込結果制御情報レコード・フォーマット
【BAH】振込入金通知結果制御情報レコード・フォーマット
【BAH】入出金取引明細結果制御情報レコード・フォーマット

（１） 【BAH】総合振込結果制御情報、振込入金通知結果制御情報、入出金取引明細結果制御情報レコード・フォーマット 

 

 

① 説明 

・本システムから企業への「総合振込結果」連携において、通信制御情報とファイル制御情報を連携するためのレコード・フォーマット 

・本システムから企業への「振込入金通知結果」連携において、通信制御情報とファイル制御情報を連携するためのレコード・フォーマット 

・本システムから企業への「入出金取引明細結果」連携において、通信制御情報とファイル制御情報を連携するためのレコード・フォーマット 
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（２） 【pain.002】総合振込結果明細レコード・フォーマット 

 

① 説明 

・本システムから企業への「総合振込結果」を連携するためのレコード・フォーマット 

② レコードの内容 

 

  

レコード・フォーマット名称 【pain.002】総合振込結果明細レコード・フォーマット
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（３） 【camt.054】振込入金通知結果明細レコード・フォーマット 

 

① 説明 

・本システムから企業へ、金融機関からの「振込入金通知結果」を連携するためのレコード・フォーマット 

② レコードの内容 

 

  

【camt.054】振込入金通知結果明細レコード・フォーマットレコード・フォーマット名称
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（４） 【camt.052】入出金取引明細結果明細レコード・フォーマット 

 

① 説明 

・本システムから企業へ、金融機関からの「入出金取引明細結果」を連携するためのレコード・フォーマット 

② レコードの内容 

 

  

レコード・フォーマット名称 【camt.052】入出金取引明細結果明細レコード・フォーマット
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